
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時： ６月２０日（木） １０：００～ 

場所： 世代交流いきいきプラザ   

講師： 佐藤 民子先生 

 

  

                          

 ファミリー・サポート・センターは、子育てのお手伝いをしてほしい方と、お手伝いできる方が会員となり

“地域で行う子育て支援の仕組み”です。新年度になり新しい環境での生活がはじまった方もいることと思

います。ご自身やお子さんの状況など登録時と変わった方はセンターにご連絡ください。 

今年度もファミサポでは、安心・安全な援助活動が行われるようサポートさせていただきたいと思いますの

で、今年度もよろしくお願いいたします。 

●ファミサポの各種手続きが で出来るようになりました。詳しくは町ホームページをご覧くだ

さい。 

●令和６年４月より、「会員証」が廃止となりました。 でまだ「会員証」をお持ちの方はご

自身で破棄していただくようお願いいたします。 は保育施設のお迎え等で使用しますの

で、そのままお持ちください。 

●退会をご希望の方は、「退会届」の提出をお願いいたします。また、町外へ引っ越しされる方、一番下

のお子さんが小学校を卒業される方も退会手続きをお願いいたします。 

 

 

 
 

「退会届」ＱＲコード 今まで通り、センターに来ていただき、 

「退会届」を記入することもできます。 

 

【令和５年度 利用件数】 

送迎   ８２件   

預かり  ３７件  

 合計  １１９件 

【令和５年度 会員数】 

依頼会員  １２５人  

提供会員   ２９人  

両方会員    ３人 

合計     １５７人 

今年度は講師の先生をお招きし、人形を使ったお

話などを聞きながら、会員さん同士交流出来る場

を設けました。依頼会員さんはお子さんと一緒に参

加していただけます。提供会員さんもぜひご参加く

ださい。久しぶりに情報交換しましょう♪ 

 

【申し込み】  ファミサポ ☎５１－９９６０ 

交流できる場です。依頼会員さんは親子で参加で

きます。提供会員さんも久しぶりの「交流会」ですの

で、ぜひご参加いただき情報交換しませんか？お申

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用するまでは、大丈夫かなと少し不安でしたが、実際に

お願いしてみると楽しく遊んでお昼寝もしていたようで安心

しました。ファミサポの方も笑顔で接して下さり、いつも利用

している“子育て支援センター”で見ていただけるというの

も良かったです。今後も機会があれば利用させていただき

たいと思います。                 “依頼会員” 

 

大河原町ファミリー・サポート・センター 

（子育て支援センター：世代交流いきいきプラザ内） 

開所時間 月～金曜日 午前９時～午後４時 

ＴＥＬ ０２２４－５１－９９６０ 

ＦＡＸ ０２２４－５３－２２３９ 

※利用や活動をした会員さんにご協力いただきました。 

私が夜勤の時、娘の児童クラブからおじいちゃんの家へ

の送迎をお願いしています。ファミサポさんがいるおかげで

私も安心して仕事ができ、高齢で夜の車の運転ができない

おじいちゃんも、孫の食事を用意して帰りを待つという楽し

みができて生活が充実しています。ファミサポさんのおかげ

で１年生の壁を乗り越えることができました。本当に感謝し

ています。                         “依頼会員”                       

 

 １歳のお子さんの預かりをさせていただきました。場所は大きなホー

ルの楽屋でした。お母さんが舞台に出演されている間、大きな鏡のある

楽屋でお絵描きをしたり、手遊びをしたり、楽しく過ごしました。舞台の

後半はお子さんも出演されたので、舞台裏に連れていき「頑張って

ね！」と送り出しました。他の出演者の皆様にも気にかけていただき、た

くさんの暖かいまなざしを感じました。貴重な体験をさせていただきど

うもありがとうございました。                    “提供会員”                                                                

■■■■■■■■■■■■ 

 

 

■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 

子育て支援サービス 

のご案内 

 

助成の対象になる負担金➡提供会員さんに支払った報酬 

助成の対象になる年齢 ➡小学校就学前のお子さん 

                ※令和６年４月より３歳未満から変更 

助成の上限    ➡児童一人当たり１０時間まで 

 

【申請方法】 

① 報酬を支払ったときに領収書を受け取ります。 

② 申請書に必要事項を記入し、領収書の写しを添付して申請します。 

③ 書類の審査後に指定した口座に振り込まれます。 
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 のご案内 

 

対象となる方は下記の通りです。 

報酬の全額が助成されます。 

・生活保護受給世帯 

・市町村民税非課税世帯 

・児童扶養手当受給世帯 

・母子父子家庭医療費受給世帯 

 

※該当する方は、センターへご連絡ください。 

どちらの制度も交通費等の実費は対象外です。 
 

 

～職員より～ 

 日頃よりファミサポの活動にご理解とご協力を 

いただき誠にありがとうございます。支援してくだ

さる地域の皆様のおかげで、本事業も８年目を迎え

ることが出来ました。ありがとうございます。 

引き続き今年度もよろしくお願いいたします。 


